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農
林
業
番
組
、
生
涯
学
習
発
表

会
な
ど
を
放
送
予
定
で
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
は

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ま
で
ど
う
ぞ
！

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

（
一
社
）西
会
津
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト

　

☎
45
―
４
４
６
１

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

さ
ゆ
り
チ
ャ
ン
ネ
ル

4
月
の
放
送
案
内

お知らせ
INFORMATION

家
庭
血
圧
計
の

購
入
費
補
助
を

実
施
し
て
い
ま
す

　

町
で
は
、
脳
血
管
疾
患
な
ど
の

予
防
対
策
の
一
環
と
し
て
、
家
庭

で
の
血
圧
測
定
を
広
く
普
及
す
る

た
め
「
自
動
電
子
血
圧
計
購
入
費

補
助
事
業
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

補
助
金
額
は
、
１
台
あ
た
り
購

入
金
額
の
３
分
の
２
以
内
（
上
限

５
０
０
０
円
）
で
、
初
め
て
購
入

す
る
人
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
自

動
電
子
血
圧
計
を
持
っ
て
い
る

人
で
、
更
新
の
た
め
に
購
入
す
る

場
合
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
申
込

方
法
な
ど
の
詳

細
は
左
記
ま
で

問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
補
助
金
の
交
付
は
、
過
去
５
年

間
に
交
付
を
受
け
て
お
ら
ず
、

町
内
取
扱
店
か
ら
購
入
し
た

場
合
に
限
り
ま
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

健
康
増
進
課　

保
健
係

　

☎
45
―
４
５
３
２

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

で
高
齢
者
の
生
活

を
見
守
り
ま
す

を
利
用
し
て
い
る
高
齢
者

※
上
記
①
〜
③
の
利
用
要
件
に
該

当
し
な
い
人
か
ら
利
用
希
望
が

あ
っ
た
場
合
は
、
ケ
ア
会
議
な

ど
を
活
用
し
て
判
断
し
ま
す
。

◆
利
用
料

　

月
額
４
６
２
０
円
（
税
込
）

※
所
得
に
応
じ
て
費
用
負
担
が
発

生
し
ま
す
。
前
年
が
所
得
税
非

課
税
世
帯
の
場
合
は
自
己
負
担

は
０
円
で
す
。

◆
そ
の
他
注
意
事
項

　

本
シ
ス
テ
ム
に
係
る
装
置
は
貸

与
と
な
り
ま
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

福
祉
介
護
課　

福
祉
係

　

☎
45
―
２
２
１
４

　

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
は
、
急
に

体
調
が
悪
く
な
っ
た
場
合
や
火
事

な
ど
日
常
生
活
で
困
っ
た
時
に
緊

急
通
報
装
置
の
非
常
ボ
タ
ン
を
押

す
だ
け
で
、
24
時
間
３
６
５
日
、

ア
イ
ネ
ッ
ト
緊
急
通
報
セ
ン
タ
ー

（
会
津
若
松
市
）
に
連
絡
で
き
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

ア
イ
ネ
ッ
ト
で
は
、
通
報
内
容

に
応
じ
て
、
見
守
り
協
力
員
や
緊

急
連
絡
先
の
家
族
へ
の
連
絡
、
救

急
車
の
手
配
を
行
い
ま
す
。
ま

た
、
ア
イ
ネ
ッ
ト
が
依
頼
し
て
い

る
地
域
の
警
備
員
が
確
認
に
駆
け

つ
け
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

◆
対
象
者

　

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
一
人
暮

ら
し
高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
で

見
守
り
が
必
要
な
人
。
た
だ
し
、

利
用
の
決
定
は
次
の
条
件
を
加
味

し
て
町
が
決
定
し
ま
す
。

①
介
護
保
険
法
に
お
け
る
要
支
援

以
上
の
高
齢
者

②
重
度
心
身
障
が
い
の
あ
る
高
齢
者

③
現
在
、
保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス

令
和
７
年
度
除
排
雪

費
用
助
成
が
終
了

　

令
和
７
年
度
除
排
雪
費
用
助
成

事
業
（
給
付
券
）
は
３
月
31
日
を

も
っ
て
終
了
し
ま
し
た
。
給
付
券

は
表
示
し
て
あ
る
有
効
期
限
を
過

ぎ
た
除
雪
作
業
に
は
使
用
で
き
ま

せ
ん
。
未
使
用
分
は
各
自
で
破
棄

ま
た
は
処
分
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
除
雪
作
業
の
支
払
い
を

給
付
券
で
受
け
た
登
録
事
業
者
の

10 日 （金） は交通事故死ゼロを目指す日です。  

１

皆
さ
ん
は
、
町
へ
の
請
求
漏
れ
の

な
い
よ
う
注
意
し
、
４
月
中
に
請

求
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

福
祉
介
護
課　

福
祉
係

　

☎
45
―
２
２
１
４

３２

４月６日（月）～ 15 日（水）４月６日（月）～ 15 日（水）春春の全国交通安全運動期間ですの全国交通安全運動期間です

　

福
島
レ
ッ
ド
ホ
ー
プ
ス
の
公
式

戦
が
、
今
年
も
さ
ゆ
り
公
園
福
島

レ
ッ
ド
ホ
ー
プ
ス
西
会
津
球
場
で

開
催
さ
れ
ま
す
。

◆
日
時

　

４
月
29
日
（
水
）

　

午
前
11
時
45
分
〜　

開
場

　

午
後
１
時
〜　

試
合
開
始
予
定

◆
対
戦
相
手

　

埼
玉
武
蔵
ヒ
ー
ト
ベ
ア
ー
ズ

〈
前
売
券
販
売
〉

　

イ
ー
プ
ラ
ス
、
フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト
、
に
し
あ
い
づ
観
光
交
流

協
会

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係

　

☎
45
―
２
２
１
３

福
島
レ
ッ
ド
ホ
ー
プ
ス

公
式
戦
を
開
催
！

コ
ン
ビ
ニ
・
ス
マ
ホ

ア
プ
リ
で
町
の
税
金

が
納
付
で
き
ま
す

　

町
か
ら
発
行
さ
れ
た
納
付
書

（
町
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・
軽

自
動
車
税
・
国
民
健
康
保
険
税
）

は
コ
ン
ビ
ニ
・
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
を

使
っ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
４
月
以
降
に
発
行
さ
れ
た
バ
ー

コ
ー
ド
付
き
納
付
書
が
対
象

◆
取
扱
い
店
舗

　

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
マ
ー
ト
、
ロ
ー
ソ
ン　

ほ
か

◆M
M
K

設
置
店

　
（
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
、
ウ
エ
ル

シ
ア
グ
ル
ー
プ
、
イ
オ
ン
な
ど
）

◆
ス
マ
ホ
ア
プ
リ

　

楽
天
銀
行
ア
プ
リ
、PayPay

フ
ァ
ミ
ペ
イ
、
楽
天
ペ
イ
、

PayB , au PAY , AEON Pay

納
付
で
き
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
納

付
書
の
裏
面
に
記
載
し
て
あ
り
ま

す
。
忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

町
民
税
務
課　

税
務
係

　

☎
45
―
２
２
１
２

　　　　　　　　　　 ◆運動スローガン　「おまじない　自分を守る　みぎひだり」

　　　　　 ◆年間スローガン　「ゆずりあい　人も車も　いい笑顔」

通学路 ・ 生活道路における子どもを

始めとする歩行者の安全確保

「ながらスマホ」 の根絶や歩行者優先

などの安全運転意識の向上

自転車 ・ 特定小型原動機付自転車

の交通ルールの理解 ・ 遵守の徹底

２
１
３

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針

再
開
の
お
知
ら
せ

　

４
月
か
ら
メ
ー
タ
ー
検
針
を
再

開
し
ま
す
。
毎
月
20
日
〜
22
日
に

検
針
員
が
検
針
を
行
い
ま
す
の
で

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
周
辺
の
除

雪
・
片
付
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
冬
期
間
の
水
道
料
金

　

９
月
〜
11
月
分
の
使
用
水
量
の

平
均
で
納
め
た
12
月
〜
３
月
分
の

料
金
は
４
月
の
検
針
結
果
に
基
づ

き
、
過
不
足
分
を
精
算
し
ま
す
。

◆
次
の
よ
う
な
場
合
は
届
出
を

○
水
道
・
下
水
道
の
使
用
を
開

始
、
止
め
る
と
き
（
届
出
は
５

営
業
日
前
ま
で
）

○
長
期
不
在
に
な
る
と
き

○
世
帯
人
数
に
変
更
が
あ
る
と
き

（
転
入
・
転
出
・
出
生
・
死
亡
な
ど
）

○
使
用
者
（
ま
た
は
所
有
者
）
名

義
の
人
が
亡
く
な
っ
た
、
ま
た

は
転
居
し
た
と
き

○
水
道
・
下
水
道
使
用
料
金
を
口

座
振
替
に
す
る
、
ま
た
は
振
替

口
座
を
変
更
す
る
と
き

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

建
設
水
道
課　

上
下
水
道
係

　

☎
45
―
４
５
３
４

漏
水
な
ど
に
よ
る

水
道
料
金
の
減
免

※
故
意
に
給
水
装
置
を
損
傷
さ
せ

た
場
合
や
、
漏
水
の
事
実
を
知

り
な
が
ら
修
理
を
怠
っ
て
い
た

場
合
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

◆
減
免
と
な
る
料
金

　

メ
ー
タ
ー
検
針
で
分
か
っ
た
水

量
か
ら
、
前
年
同
時
期
の
使
用
水

量
ま
た
は
前
３
カ
月
平
均
使
用
水

量
の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
を
差
し

引
い
た
水
量
の
２
分
の
１
を
免
除

し
ま
す
。
免
除
す
る
期
間
は
最
高

４
カ
月
ま
で
で
す
。

◆
減
免
の
申
請
方
法

　

減
免
申
請
書
な
ど
は
、
町
指
定

給
水
工
事
事
業
者
を
通
じ
て
作
成

し
ま
す
の
で
、
施
工
業
者
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
町
指
定
給
水
工
事
事
業
者

　

事
業
者
一
覧
に
つ
い
て
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る
か
、

町
建
設
水
道
課
ま
で
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

  

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・

事
業
者
一
覧
表
は
こ
ち
ら
◀

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

建
設
水
道
課　

上
下
水
道
係

　

☎
45
―
４
５
３
４

　

水
道
管
の
凍
結
や
老
朽
化
な
ど

に
よ
る
漏
水
が
原
因
で
水
道
使
用

料
金
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
町

指
定
給
水
工
事
事
業
者
に
よ
る
漏

水
修
理
を
行
い
減
免
申
請
を
す
る

こ
と
で
、
水
道
料
金
の
減
免
措
置

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

◆
減
免
の
対
象
と
な
る
も
の

○
地
下
漏
水
な
ど
（
給
水
管
破

裂
、
接
合
不
良
、
メ
ー
タ
ー
接

合
不
良
、
壁
の
中
な
ど
の
容
易

に
発
見
で
き
な
い
給
水
菅
破
裂

な
ど
）

○
不
凍
水
抜
栓
の
不
良
に
よ
る
漏

水
（
接
合
不
良
、
パ
ッ
キ
ン
不

良
な
ど
）

○
特
殊
器
具
お
よ
び
高
架
タ
ン
ク

の
給
水
設
備
の
器
具
不
良
に
よ

る
漏
水

○
凍
結
に
伴
う
給
水
管
破
裂
に
よ

る
漏
水
（
積
雪
の
た
め
漏
水
箇

所
が
容
易
に
発
見
で
き
な
い
場

合
に
限
る
）

○
不
凍
水
抜
栓
の
操
作
不
良
に
よ

る
漏
水
（
半
開
閉
な
ど
）
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対象者

令和８年度　児童手当に関する手続きについて

　令和６年度の児童手当法の改正に伴い、高校を卒業し
た後も 22 歳に達する日以降の最初の３月 31 日までの
間にある子（大学生年代までの子）については、第３子
以降加算（多子加算）の算定対象となりました。
　高校などを卒業した後も継続して子を監護相当および
生計費の負担をし、受給者に経済的負担がある場合は、
受給者からの申請が必要です。

　１．子が３人以上おり、高校を卒業する（18 歳年度末を迎える）子がいる
　２． 子が３人以上おり、高専・短大・専門学校などの卒業予定年月が 22 歳年度末前

に到来する子がいる（令和８年３月卒業予定の子）
　３．子が３人以上おり、新たに養育することとなる子がいる
　　　※１および２に該当する受給者には、３月中旬に通知を送付しています。

申請方法

申請期限および申請先

〈問い合わせ先〉 　福祉介護課　子育て支援係
　　　　　　　　 ☎４５－４３３２

＝ ２２万円以上万円以上 で申請できます

令和２年から

令和６年の

任意の同月の合計額

令和７年７月から

12 月までの

任意の４カ月の合計額

エネルギー価格高騰の影響を受けている

町内事業者を支援します

■補助率 ： １／２

■補助金額 ： 下限１万円から上限 100 万円

　　【申込 ・ 問い合わせ先】

　　　　町商工会　☎ 45-3235

　

冬
眠
明
け
の
ク
マ
は
、
エ
サ
を

求
め
て
活
発
に
活
動
し
ま
す
。

　

早
朝
・
夕
方
の
農
作
業
や
散

歩
、
山
菜
採
り
な
ど
で
野
山
に
入

る
と
き
は
、
ク
マ
鈴
や
ラ
ジ
オ
な

ど
音
の
出
る
も
の
を
身
に
着
け
、

ク
マ
と
遭
遇
し
な
い
よ
う
十
分
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

農
林
振
興
課　

林
政
係

　

☎
45
―
４
５
３
１

冬

眠

明

け

の

ク
マ
に
注
意
！

山
菜
類
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

検

査

を

受

付

中

　

県
内
で
生
産
ま
た
は
採
取
・
出

荷
さ
れ
る
野
生
山
菜
、
栽
培
キ
ノ

コ
な
ど
は
安
全
性
を
確
認
す
る
た

め
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

出
荷
す
る
場
合
は
、
採
取
が
本

格
化
す
る
前
の
早
い
時
期
に
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
検
査
を
実
施
す
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
検
査
を

希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
に
左
記

ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

農
林
振
興
課　

林
政
係

　

☎
45
―
４
５
３
１

経
済
セ
ン
サ
ス

を
実
施
し
ま
す

　

総
務
省
と
経
済
産
業
省
で
「
経

済
セ
ン
サ
ス
―
活
動
調
査
」
を
実

施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
全
国
す
べ
て
の

事
業
所
お
よ
び
企
業
を
対
象
に
、

売
上
金
額
や
経
理
項
目
な
ど
の
経

済
活
動
状
況
を
全
国
的
・
地
域
別

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
調
査
結
果
は
、
行

政
施
策
の
立
案
や
民
間
企
業
に
お

け
る
経
営
計
画
の
策
定
な
ど
、
社

会
経
済
の
発
展
を
支
え
る
基
礎
資

料
と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
ま
す
。

◆
調
査
方
法

４
月
以
降
、
国
か
ら
各
事
業
所

へ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
に
必

要
な
書
類
が
郵
送
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１

■対象 ： 町内事業者 （農林業など一部を除く）

■内容 ： 業務を行う上で使用した

　　　　　　「電気」 「燃料 （重油やガソリンなど）」

町内事業者の賃上げを支援します

　県が実施する最低賃金の引上げにより影響を受け

る事業者支援に併せ、町でも上乗せ支援を行います。

　■対象 ： 町内に事業所を有する中小企業など

　■内容 ： 対象労働者 1 人につき２万円

　■申請期限 ： ７月 31 日 （金） まで

　■その他

　 ・  補助内容や申請方法については町ホームページ

または商工観光課まで問い合わせください。

　 ・  県の支援については、県雇用労政課のホームペー

ジにある特設サイトより申込可能です。

　　※県の申込は５月 31 日 （日） まで

　【申込・問い合わせ先】

　　商工観光課　商工観光係　☎ 45-2213

国保診療所からのお知らせ

◆西会津診療所（４月～）
　整形外科の診療日が変更となります。
　毎週水曜日  午前中のみ。※予約制

◆奥川診療所（４月～）
　診療体制が変更となります。
　【新体制】
　第１火曜日→山内常男 医師
　第３火曜日→岡崎栄和 医師

　ご理解とご協力をお願いします。
　【問い合わせ先】
　　西会津診療所　☎４５－４２２８

　 令和８年度、新たに大学生年代になる子がいる場合は、受給要件の確認が必要です。　
該当する大学生年代の子を監護し生計費を負担している人は、通知書に同封した
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

　　 新たに大学生年代の子を養育し、多子加算の算定対象となる場合は、子育て支援セ
ンターまで問い合わせください。

４月 15 日（水）　 福祉介護課  子育て支援係（子育て支援センター）

◆公務員の場合
　勤務先から児童手当が支給されます。
　 新たに公務員となった場合や退職により公務員でなくなった場合などは
　事由が発生した日の翌日から 15 日以内に届出・申請が必要です。
　※手続きが遅れると受給できない月が発生する場合もあります。

◆次の場合は随時変更手続きをしてください
　・児童を養育しなくなったなど、支給対象となる児童がいなくなったとき
　・受給者、配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき
　・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、
　　またはいなくなったとき
　・受給者の加入する年金が変わったとき　など

多子加算の手続きについて

広報にしあいづ　2026・4 │ 1819 │ 広報にしあいづ　2026・4



町からのお知らせ ニュース＆ 町からのお知らせ ニュース＆

  

土曜診療日

心配ごと相談

◆日時
　４月７日（火） 、 27 日（月）
　各日午前９時～正午
◆場所
　老人憩の家
〈問い合わせ先〉
町社会福祉協議会
☎ 45-4259

納税・公共料金

◆水道料金・下水道料金
◆ケーブルテレビ使用料
◆インターネット使用料
　納期限　４月 10日（金）

◆軽自動車税種別割
　納期限　４月 30日（木）

   　   診療所の土曜・
    　   整形外科診療日

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

西会津診療所　☎ 45-4228
整形外科診療日（予約制）

４月休日当番医

４月の休日歯科医
日 医療機関名 電話番号 市町村

５日（日） 佐野歯科医院 0242（22）1726

会津若松
12 日（日） シンドウ歯科 0242（29）0040
19 日（日） 高島歯科医院 0242（22）2539
26 日（日） 小山歯科医院 0242（28）0180
29 日（水） 筒井歯科医院 0242（26）8371

日 医療機関名 電話番号 市町村

５日（日）

小島原内科クリニック 0242（36）6533
会津若松

穴沢耳鼻咽喉科医院 0242（29）0033

有隣病院 0241（24）5021
喜 多 方

大竹内科 0241（22）0241

12 日（日）

長谷川内科消化器科医院 0242（22）7180
会津若松

かべや耳鼻咽喉科 0242（24）4133

佐原病院 0241（22）5321
喜 多 方

小野クリニック 0241（22）0414
星医院 0242（83）2136 会津坂下

19 日（日）

いとう子どもクリニック 0242（27）4601

会津若松耳鼻咽喉科鈴木医院 0242（28）3387

県立医科大学会津医療センター 0242（75）2100

医療生協きたかた診療所 0241（23）3611 喜 多 方

26 日（日）

佐藤医院 0242（26）3515
会津若松

あいづ整形外科リハビリテーションクリニック 0242（28）1205

有隣病院 0241（24）5021
喜 多 方

喜多方地域・家庭医療センター 0241（24）5320

寿松堂渡辺医院 0242（83）3125 会津坂下

29 日（水）
昭和の日

渋川クリニック 0242（23）7022
会津若松

五十嵐整形外科ペインクリニック 0242（36）5501

佐原病院 0241（22）5321
喜 多 方

喜多方腎・泌尿器クリニック 0241（23）5531

【注意】休日当番医・歯科医は変更になる場合があります。 ご確認の上ご利用ください。

人間ドック助成事業申込のお知らせ人間ドック助成事業申込のお知らせ

町では、 健康増進および健康寿命の延伸を図るため、 人間ドックを受診する人へ助成金を交付します。

１．対象者
　　①町に住所のある町民のうち 40 歳以上の人
　　　（昭和 62 年３月 31 日以前生まれの人）
　　②令和６年度および令和７年度に本事業の助成を受けていない人

２．申込方法
　　 町指定の交付申請書（申込書）を記入し町役場健康増進課に提出してください。
　　※交付申請書は町ホームページからダウンロードまたは健康増進課窓口で受け取ってください。

３．申込受付期間
　　４月 13 日（月）から４月 24 日（金）まで

　　　（平日　午前９時～午後５時まで）

　　【ご注意ください！】
　　※直接医療機関へ人間ドックの申し込みをした場合は助成の対象になりません。
　　※ 申し込みが定員を超えた場合は抽選を行います。
　　　抽選の結果人間ドックを受診できなかった場合は町の集団健診を受診してください。
　　　なお、人間ドックを受診した場合は、町の集団健診（特定健診・健康診査、がん検診）は受けられません。

４．申込後の流れ

５．助成額及び自己負担額について（※助成金は町から医療機関へ直接支払います）

６．受診できる医療機関および主な検査項目（共通項目）
　　特定健診の項目（内科健診、身体計測、血液検査、尿・血圧など）
　　がん検診の項目（胃カメラまたはバリウム、胸部 X 線、検便など）

　　※共通項目以外のオプション検査を受診する場合は別途追加で料金が発生します。
　　　詳しくは、申請の際に健康増進課窓口で確認してください。
　　　参考金額は令和７年度の実績ですので、変更になることがあります。

５月下旬ごろ 受診日の約１カ月前ごろ５
受診日のお知らせ、受診券の送付 受診する医療機関から案内を送付 受診

受診（助成）回数 助成金額 自己負担額

1 回 上限３０，０００円まで
受診金額から助成金額を除いた金額が自己負担額です。
人間ドック受診時に医療機関へお支払いください。

医療機関名 受診期間 参考金額（税込） 受診枠
会津中央病院 ７月～９月まで 40,700 円 25 人程度
竹田綜合病院 ７月～ 12月まで 45,980 円 15 人程度

坂下厚生総合病院 ６月～ 11月まで 39,600 円
※組合価格あり 14人程度

佐原病院 ７月～ 12月まで 29,000 円 16 人程度

〈問い合わせ先〉
　健康増進課　保健係　☎４５―４５３２

◆  詳細は別途配付のチラシで確認ください

ません
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